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「基本計画（案）」に関する関係者会議の議論の整理 

１ 家族に対する支援の強化：第二章－Ⅱ－第１－２ 

ギャンブル等依存症で悩み苦しんでいる家族への支援を強化することは重要であるので、

家族への情報提供の観点からも、家族に向けた取組を重点的な施策としてまとめて取り上げ

ることが適切である。 

２ 各地域の包括的な連携協力体制の効果的な運用：第二章－Ⅳ－第１ 

ギャンブル等依存症の当事者や家族に対する適切な支援のためには、各地域の包括的な連

携協力体制の効果的な運用が重要であるので、その目指すべき目標を分かりやすく示すこと

が適切である。 

３ 個々の当事者に適した支援の強化：第二章－Ⅱ－第１－２ 

個々の当事者に適した支援を行うことは重要であるので、発達障害者支援センターにおけ

る支援の強化にも取り組むことが適切である。 

４ 司法書士における多重債務処理時の相談・医療機関との連携強化：第二章－Ⅱ－第１－５ 

ギャンブル等依存症の特徴から多重債務処理時の対応は重要であるので、司法書士におけ

る多重債務処理時の相談・医療機関との連携強化に取り組むことが適切である。 

５ 地域における消費生活相談への支援の強化：第二章－Ⅲ－３ 

ギャンブル等依存症の当事者・家族への支援のためには、地域における消費生活相談時の

適切な対応を確保することは重要であるので、そのための国の支援を強化することが適切で

ある。 

６ 青少年等の若い世代に対する、SNS 等を活用した情報発信の強化：第二章－Ⅰ－Ⅰ-１－第１－２ 

青少年等の若い世代に対するギャンブル等依存症問題の啓発は重要であるので、SNS 等若

い世代に馴染みのあるツールを活用した情報発信を強化することが適切である。 

７ ギャンブル等依存症に関する正しい知識の普及啓発の工夫：第二章－Ⅲ－１ 

ギャンブル等依存症に関する正しい知識や適切な対応を普及啓発することは重要であるの

で、情報発信において更に工夫をすることが適切である。 
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８ 新学習指導要領の実施に先立つ、学校教育における普及啓発の強化：第二章－Ⅲ－５ 

学校教育におけるギャンブル等依存症問題の啓発は重要であるので、新学習指導要領の実

施を待つことなく、普及啓発の強化に取り組むことが適切である。 

９ 金融経済教育を通じた取組の強化～金融リテラシーを高めていくために：第二章－Ⅲ－７ 

若い世代に対するギャンブル等依存症問題の効果的な啓発のためには、金融経済教育を通

じてギャンブル等依存症に関する理解を深めるとともに、併せて金融リテラシーを高めるた

めの取組を進めることが適切である。 

10 職場における普及啓発の強化：第二章－Ⅲ－８ 

身近な職場におけるギャンブル等依存症問題の啓発は重要であるので、職場の産業保健ス

タッフのほか、健康保険組合等を通じた情報提供等を強化することが適切である。

11 医師臨床研修を含めた医師の養成の拡充：第二章－Ⅳ－第３－１ 

ギャンブル等依存症の治療支援のためには、その初期対応を行うことができる医師を養成

することが重要であることから、臨床研修制度の見直しを始め必要な研修の強化に取り組む

ことが適切である。 

12 ギャンブル等依存症の治療における作業療法士の役割の評価：第二章－Ⅳ－第３－３ 

ギャンブル等依存症の治療における作業療法士との連携は重要であるので、ギャンブル等

依存症に対応できる作業療法士の養成に取り組むことが適切である。 

13 薬物療法の可能性について：第二章－Ⅴ－１ 

ギャンブル等依存症の治療プログラムを研究・確立することは重要であるので、薬物療法

の可能性についても位置付けることが適切である。 

14 金融機関における相談拠点等との連携強化：第二章－Ⅶ－１ 

ギャンブル等依存症の特徴から金融機関との連携は重要であるので、民間金融機関団体や

各金融機関における貸付自粛制度の周知や相談拠点との連携に向けて取り組むことが適切で

ある。 
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２ ギャンブル等依存症である者等の家族に対する支援の強化 【厚生労働省・消

費者庁・金融庁・総務省・法務省・文部科学省・農林水産省・経済産業省・国土

交通省・警察庁】 

【目標と具体的取組】 

  家族への支援を強化するため、以下の取組等を実施する。 

  〇 関係事業者は、平成 31 年度から、家族申告によるアクセス制限等を家族に

周知徹底。家族を相談・治療機関に着実につなげられるよう、各地域の包括的

な連携協力体制に参画。 

  〇 厚生労働省において、平成 32 年度中を目処に全都道府県・政令指定都市に

相談拠点等を整備し、平成 31年度から、自助グループをはじめとする民間団体

が行う活動を支援する事業の活用を促進するなどにより、家族に対する相談・

回復支援等を強化。 

  〇 消費者庁において、「借金の肩代わりは禁物です。」等、家族が気を付けるべ

きポイントを明記した地方公共団体向けの啓発資料の活用を平成 31 年度以降

促進するなど、家族に対する予防教育・普及啓発を強化。 

  〇 家族申告によるアクセス制限を申請した家族を相談・治療機関につなげるな

どの取組を実施するため、平成 31 年度に各地域の包括的な連携協力体制を構

築。 

（１）現状

これまで、ギャンブル等依存症である者等の家族を支援するための取組として、例

えば、以下の取組を実施してきた。 

・ 家族申告によるアクセス制限の運用を一部開始（平成 29年 12月～）（公営競技、ぱちんこ）

・ 専門医療機関、治療拠点、相談拠点の整備（平成 29 年４月～）（厚生労働省・総務省）

・ 自助グループをはじめとする民間団体が行うミーティング、普及啓発等の活動

の支援（平成 29年４月～）（厚生労働省・総務省） 

（２）課題

上記のような取組を講じているものの、家族に、ギャンブル等依存症に関する正し

い知識や理解が浸透していない場合も少なくなく、家族申告によるアクセス制限を始

めとする各種取組や、相談窓口等が家族に十分に認知されていないといった課題があ

る。また、家族申告によるアクセス制限の申請をした家族を各地域の相談・治療機関

に着実につなげるなど、関係機関の連携による支援を十分にできていない。 

（３）対策

ギャンブル等依存症は、ギャンブル等に必要な資金を得るために家族の生活費を使

い込み、借金を重ねる場合も多く、ひいては家族との関係も悪化させ、本人のみなら

ず、その家族の生活に多大な支障を生じさせることから、ギャンブル等へののめり込

みによる被害から家族を守ることもまた社会的な要請である。 

こうした観点から、ギャンブル等依存症である者等の家族への支援を強化するため、

以下の取組を実施する。 
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① 関係事業者の取組（農林水産省・経済産業省・国土交通省・警察庁）
・ 本人・家族申告によるアクセス制限等の取組の家族に対する周知の強化を、
平成 31年度から実施。 

・ 公営競技カウンセリングセンター、支援センター、アドバイザー等による家
族に対する周知の強化を、平成 31年度から実施。 

・ インターネットや SNSの活用等による、家族が関係事業者による取組の情報
を取得しやすい環境の整備を平成 31年度から実施。 

・ 家族申告によるアクセス制限等の申請をした家族を各地域の相談・治療機関
に着実につなげられるよう、関係事業者が各地域の包括的な連携協力体制に平
成 31年度から参画。 

② 相談・治療・回復支援
・ 家族が必要な支援を受けられるよう、平成 32 年度中を目処に全都道府県・
政令指定都市に相談拠点、専門医療機関及び治療拠点を整備。（厚生労働省・
総務省） 

・ 家族が必要な情報を得られるよう、依存症対策全国センターのポータルサイ
トの認知度を向上させる取組を平成 31年度から実施。（厚生労働省）

・ 「ギャンブル等依存症からの回復に向けて家族にとって大切なこと」を明記
した注意喚起・普及啓発用資料（「ギャンブル等依存症でお困りの皆様へ」）の
家族への周知徹底に係る取組を、平成 31年度以降に実施。（消費者庁・金融庁） 

・ ギャンブル等依存症である者等の家族への対応について、司法書士、日本司
法支援センター職員の理解・認識を促進する取組について、平成 31 年度から
実施。（法務省） 

・ 自助グループをはじめとする民間団体が行うミーティング等の活動を支援す
る事業の活用を、平成 31年度から促進。（厚生労働省・総務省） 

③ 予防教育・普及啓発
・ ギャンブル等依存症である者等の家族も対象に含めた形で、依存症の理解を

深めるためのシンポジウムや普及啓発イベント等を、平成 31年度以降も実施。
（厚生労働省・総務省） 

・ 「ギャンブル等依存症からの回復に向けて家族にとって大切なこと」を明記
した消費者庁ウェブサイト内の特設ページについて、家族の閲覧を促すための
取組を SNS等の多様な手段を活用する形で随時実施。（消費者庁） 

・ 「借金の肩代わりは禁物です。」等、家族が気を付けるべきポイントを明記し
た地方公共団体向けの啓発資料について、地方公共団体における活用を促進す
るための取組を、平成 31年度以降も実施。（消費者庁） 

・ 保護者や地域住民等に向けた啓発講座である「依存症予防教室」を平成 31年
度以降も各地域において実施。（文部科学省） 

④ 各地域の包括的な連携協力体制の構築による家族の支援強化
・ 家族申告によるアクセス制限を申請した家族を相談・治療機関につなげると

いった取組を適切に実施するため、地域の関係機関が参画する包括的な連携協
力体制を構築することとし、平成 31 年度中に、関係省庁から関係機関に同体
制への参画に関する通知を発出。（関係省庁） 
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Ⅳ 依存症対策の基盤整備 

第１ 各地域の包括的な連携協力体制の構築【厚生労働省・消費者庁・金融庁・

総務省・法務省・文部科学省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・警察

庁】：基本法第 20条関係 

【目標と具体的取組】 

都道府県等において、地域の関係機関（※）が参画する包括的な連携協力体制

を構築するため、以下の取組を実施。 

○ 厚生労働省は、平成 31年度中に、都道府県・政令指定都市に対して通知を発

出し、精神保健福祉センター等が連携会議を開催するよう依頼し、毎年度、そ

の状況を検証。

○ 関係省庁は、平成 31年度中に、関係機関に通知を発出し、連携協力体制に参

画し、その強化を図るよう指示。

※ 主な関係機関

専門医療機関やその他の医療機関、精神保健福祉センター、保健所、財務局

等・地方公共団体の多重債務相談担当課、消費生活センター、日本司法支援セ

ンター、司法書士会等、矯正施設、保護観察所、市区町村、教育委員会、生活

困窮者自立相談支援事業を行う機関、地域自殺対策推進センター、児童相談

所、産業保健総合支援センター、福祉事務所、発達障害者支援センター、警

察、健康保険関係団体、自助グループ・民間団体、関係事業者等。
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（１）現状

政府においては、関係機関の連携協力に関して、以下の取組を実施してきた。

① 精神保健福祉センター等における取組

平成 29年度より、都道府県・政令指定都市（以下「都道府県等」という。）は、

依存症対策総合支援事業において、行政や医療、福祉、司法を含めた関係機関の

密接な連携、依存症に関する情報や課題の共有、研修計画の調整等を目的として、

都道府県等が指定する機関（精神保健福祉センター等）が中心となり、定期的に

関係機関による連携会議を開催している。 

また、精神保健福祉センター等では、依存症相談員を配置した相談拠点を設け、

民間団体と連携して当事者への治療・回復支援プログラムや家族等に対する支援

を実施しており、都道府県等のウェブサイトや依存症対策全国センターのポータ

ルサイト等に掲載し、広く周知するとともに、地域の医療機関や民間団体等の社

会資源を案内するなどの取組を実施している。

加えて、都道府県等において、ギャンブル等依存症である者等に対応する機会

のある生活の支援を行う者（障害福祉サービス等従事者等を含む。）に対して、ギ

ャンブル等依存症の特性を踏まえた支援の研修を実施している。【厚生労働省】 

② 消費生活相談における取組

平成 30 年３月、都道府県の消費生活相談担当課に対し、ギャンブル等依存症

の相談拠点との具体的な連携方法や相談方法等を整理した対応マニュアルを策

定し、周知等を要請した。また、並行して、国民生活センターにおける消費生活

相談員向けの研修の機会を通じ、当該マニュアルの浸透を図っている。【消費者

庁】 

③ 多重債務相談における対応

○ 平成 30 年３月に、多重債務者相談窓口等におけるギャンブル等依存症に関す

る相談拠点との具体的な連携方法や相談実施方法等を整理した対応マニュアル

を策定し、財務局や地方自治体の多重債務相談窓口等に周知を行っている。また、

多重債務相談員向け研修を通じて、マニュアルの浸透を図っている。【金融庁】

○ 日本司法支援センターにおいて、多重債務問題を含む法的問題を抱えた方に対

し、問合せ内容に応じた適切な法制度や相談窓口に関する情報を提供するととも

に、日本司法支援センターの支援について、ウェブサイトやパンフレット等によ

り周知・広報を行っている。【法務省】

④ 刑事施設等における取組

刑事施設等においては、個々の被収容者の問題性に応じた処遇の充実に努めて

いるところであり、ギャンブル等依存症問題を有する者に対しても、依存症に対

する理解促進、適切な金銭管理、就労や円滑な人間関係の維持等、必要に応じた

4



働き掛けを行っている。 

また、法務少年支援センター（少年鑑別所）では、地域社会において、個人や

関係機関からの依頼による非行及び犯罪に関する相談に幅広く応じており、ギャ

ンブル等依存症に関する心理相談や問題行動の分析等についても対応している。

【法務省】

⑤ 保護観察における取組

各保護観察対象者の問題性に応じ、生活や金銭管理等に関する個別の面接指導

を行っているほか、債務整理に向けて日本司法支援センターを案内したり、依存

症の回復のための自助グループにつなげたりするなど、他機関・団体と連携した

支援を行っている。【法務省】 

⑥ 関係事業者における取組

○ 中央競馬・地方競馬においては、競馬主催者等は、ウェブサイトや競馬場・場

外馬券売場等におけるリーフレット、ポスター等において、各主催者の相談窓口

や公営競技カウンセリングセンター等の案内を実施している。

○ 競輪・オートレースにおいては、施行者は、平成 29年に各競輪場・オートレー

ス場にギャンブル等依存症相談窓口を設置し、責任者及び担当者を配置。運用ガ

イドラインでは、依存症であるお客様及び家族ができる限り早期に専門機関で治

療や相談が受けられるよう情報提供に努めるとともに、各地域の精神保健福祉セ

ンターと連携をとり、相談があった場合の紹介方法について調整を行うこととな

っている。（平成 30年 12月末時点において、実際に紹介した実績は１件。）

○ モーターボート競走においては、施行者は、平成 29 年に全ての競走場及び場

外舟券売場に担当者を配置するとともに、依存症相談窓口運用マニュアルを整備

し、同マニュアルに沿って必要に応じて相談者に地域の専門機関を紹介できる相

談体制を構築している。

○ ぱちんこにおいては、業界において、平成 29年４月に、ぱちんこへの依存防止

対策の専門員として、ぱちんこ営業所にアドバイザーを配置するための取組を開

始し、客やその家族からぱちんこへの依存（のめり込み）についての相談があっ

た場合、アドバイザーが必要に応じてリーフレットを活用するなどして、RSN、精

神保健福祉センター等の相談機関等を紹介している。また、RSN では、必要に応

じて、相談者に医療機関、精神保健福祉センター等を紹介している。（平成 29年

に、RSN沖縄事務所が受けた初回相談において、医療機関（主治医含む。）を紹介

した件数が 297件、精神保健福祉センターを紹介した件数が 234件。）

（２）課題

上記のように、各機関において個別に連携に向けた取組を講じているが、関係機関

が包括的に連携する体制は構築されておらず、以下の課題がある。 
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○ 各機関において、ギャンブル等依存症である者等を早期に発見し、適切な治療

や支援につなげるために必要な連絡体制が十分に構築されていない。

○ 各機関がそれぞれの支援内容や課題を共有し、連携して対策を講じていくため

の体制が十分に構築されていない。

○ 関係機関の従業員等の専門知識・対応能力を向上させるために実施する研修

等において、各機関で連携した取組は十分に実施されていない。

○ 関係機関同士で相互に窓口を案内する、連携して普及啓発に関する事業を実施

するといった取組は十分に講じられていない。基本法第 20 条において、国及び

地方公共団体は、医療機関、精神保健福祉センター、保健所、消費生活センター、

日本司法支援センターその他の関係機関、民間団体等の間における連携協力体制

の整備を図るために必要な施策を講ずる旨を規定している。ギャンブル等依存症

は、多重債務、貧困、虐待、自殺、犯罪等の問題に密接に関連するため、様々な

機関が連携して対応することが重要であり、ギャンブル等依存症である者等やそ

の家族等が早期に必要な治療や支援を受けられるよう、関係事業者、消費生活セ

ンター、日本司法支援センター等の各種相談窓口において早期に発見し、精神保

健福祉センター・保健所等の相談機関、専門医療機関等へと早期につなぐ体制を

構築することが必要である。

（３）対策

基本法第 20 条において、国及び地方公共団体は、医療機関、精神保健福祉センタ

ー、保健所、消費生活センター、日本司法支援センターその他の関係機関、民間団体

等の間における連携協力体制の整備を図るために必要な施策を講ずる旨を規定して

いる。そこで、各地域における包括的な連携協力体制を構築することとし、以下の取

組を推進する。 

① この連携協力体制を通じて、ギャンブル等依存症である者等やその家族等が早期

に必要な治療や支援を受けられるよう、関係事業者、消費生活センター、日本司法

支援センター等の各種相談窓口において早期に発見し、精神保健福祉センター・保

健所等の相談機関、専門医療機関等へと早期につなぐ。 

② ギャンブル等依存症は、多重債務、貧困、虐待、自殺、犯罪等の問題に密接に関

連することを踏まえ、各地域における包括的な連携協力体制を通じて、様々な機関

が連携して対応する。 

③ ギャンブル等依存症である者等には、発達障害等の他の精神障害を抱える者もい

ることから、個々の状況に応じた適切な医療や支援につなげられるよう、各地域に

おける包括的な連携協力体制の枠組みを活用する。 

④ 各地域における包括的な連携協力体制において、各機関の支援内容や課題の共有、

改善策を検討するとともに、関係機関の支援内容を相互に周知・啓発するなどの連

携した従業員教育・普及啓発を推進する。 

各地域における包括的な連携協力体制を構築することとし、同こうした取組を推進す
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るため、地域における連携協力体制には、各地域の実情等を踏まえて、例えば、以下

の関係機関が参加することとする。 

専門医療機関やその他の医療機関、精神保健福祉センター、保健所、財務局等・地

方公共団体の多重債務相談担当課、消費生活センター、日本司法支援センター、司

法書士会等、矯正施設、保護観察所、市区町村、教育委員会、生活困窮者自立相談

支援事業を行う機関、地域自殺対策推進センター、児童相談所、産業保健総合支援

センター、福祉事務所、発達障害者支援センター、警察、健康保険関係団体、自助

グループ・民間団体、関係事業者等の関係機関が参画することとする。

【包括的な連携協力体制で講じていく取組】

○ ギャンブル等依存症である者等を早期に発見し、適切な医療や支援につなげ

ていくための連絡・情報共有体制の構築

○ 各機関の支援内容や課題の共有、改善策の検討

○ 関係機関の支援内容を相互に周知・啓発するなどの連携した従業員教育・普

及啓発

さらに、上記の取組の推進及び体制の構築をの促進のするため、関係省庁において

個別に以下の取組を実施する。 

① 厚生労働省

平成 31 年度中に、都道府県等に対して通知を発出し、上記関係機関間の連携

体制を構築するため、都道府県等が指定する機関（精神保健福祉センター等）に

おいて、地域の実情等を踏まえて、上記関係機関を構成員に含めた連携会議を開

催するよう、依頼する。 

上記取組の実施状況を確認するため、毎年度、厚生労働省において関係省庁の

協力を得て、連携会議の開催状況・関係機関の参画状況を取りまとめ、本部に報

告する。 

都道府県等に対して、平成 31 年度中に、地域の実情等を踏まえ、上記関係機

関の職員に対する依存症対策総合支援事業における依存症支援者研修の実施や

関係機関主催の研修への講師派遣の協力等を通じて、知識・対応能力の向上や連

携の促進を図る旨、通知を発出する。 

また、平成 33 年度までに、ギャンブル等依存症である者等の早期発見・早期

介入・早期支援のための連携・対応マニュアルの作成に向けた調査研究を実施す

る。 

② 消費者庁

平成 31 年度中に、各消費生活センターに対し、各地域の包括的な連携協力体

制に参画し、情報や課題の共有、最新の知見の収集等を図り、それぞれの依存症

対策への活用を検討するよう、通知を発出する。 

③ 農林水産省

平成 31 年度中に、競馬主催者等に対し、各地域の包括的な連携協力体制に参

画し、情報や課題の共有、最新の知見の収集等を図り、それぞれの依存症対策へ

の活用を検討するよう、通知を発出する。また、各主催者が作成するギャンブル
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等依存症対策実施規程において、各地域の連携協力体制に協力する旨を規定し、

具体的な協力事項（普及啓発に関する取組、主催者による対策の取組状況の情報

共有等）も規定する。 

④ 経済産業省

平成 31年度中に、各施行者に対し、各地域の包括的な連携協力体制に参画し、

情報や課題の共有、最新の知見の収集等を図り、それぞれの依存症対策への活用

を検討するよう、通知を発出する。 

⑤ 国土交通省

平成 31年度中に、各施行者に対し、各地域の包括的な連携協力体制に参画し、

情報や課題の共有、最新の知見の収集等を図り、それぞれの依存症対策への活用

を検討するよう、通知を発出する。また、各施行者が作成するギャンブル等依存

症対策実施規程において、各地域の連携協力体制に協力する旨を規定し、具体的

な協力事項（普及啓発に関する取組、主催者による対策の取組状況の情報共有等）

も規定する。 

⑥ 警察庁

平成 31年度中に、業界団体に対し、各地域の包括的な連携協力体制に参画し、

情報や課題の共有、最新の知見の収集等を図り、それぞれの依存症対策への活用

を検討するよう、通知を発出するとともに、ぱちんこ業界において制定する実施

規程において、各地域の連携協力体制に協力する旨を規定し、具体的な協力事項

（普及啓発に関する取組、業界における対策の取組状況の情報共有等）も規定し、

具体的な連携方法として、医療相談機関等の客への周知等を明記する。 

また、都道府県警察に対し、虐待、自殺未遂、犯罪等の問題を起こした者につ

いて、ギャンブル等依存症が疑われる場合には、地域の実情等を踏まえ、必要に

応じ、地域の関係機関と連携し、当該問題を起こした者又はその家族を、相談機

関、専門医療機関等へとつなぐための取組を推進するよう、通知を発出する。 

⑦ 金融庁

平成 31 年度中に、財務局等・地方公共団体の多重債務相談担当課に対し、各

地域の包括的な連携協力体制に参画し、情報や課題の共有、最新の知見の収集等

を図り、多重債務相談対応において活用するよう、通知を発出する。 

⑧ 法務省

 平成 31 年度中に、日本司法支援センター、矯正施設、保護観察所、日本司法

書士会連合会に対し、各地域の包括的な連携協力体制に参画し、情報や課題の共

有、最新の知見の収集等を図り、それぞれの依存症対策への活用を検討するよう、

通知を発出する。 

また、平成 32 年度中に、最新の知見や基本法等を踏まえつつ，受刑中から保

護観察終了後を見据えて関係機関との積極的な連携を図るなどの取組を推進す

る内容を盛り込んだ処遇マニュアルの改訂を行い，保護観察所に周知する。 
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⑨ 文部科学省

平成 31 年度中に、各都道府県等の教育委員会に対し、各地域の包括的な連携

協力体制に参画し、情報や課題の共有、最新の知見の収集等を図り、それぞれの

依存症対策への活用を検討するよう、通知を発出する。 

また、自治体や教育委員会と治療拠点・相談拠点との連携を促進するため、学

校や地域においてギャンブル等依存症予防に関する指導や啓発を実施する際に、

地域ごとの治療拠点・相談拠点の整備状況を踏まえつつ、各拠点が実施する依存

症に関する研修を受講した人材を活用するよう、平成 31 年度中に、各自治体・

教育委員会に通知を発出する。 

⑩ 総務省

平成 31 年度以降、各府省行政苦情相談連絡会協議会等において、各府省の取

組を紹介するほか、総務省行政相談センター（管区行政評価局、行政評価事務所、

行政監視行政相談センター）において、各府省の取組に関するポスターの掲示、

パンフレット、リーフレット等を提供する。また、同センターにおいて、国民か

らの照会に対し、関連する施設や関係機関の紹介を行う。 
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２３ 婦人相談所の相談員・指導者、母子・父子自立支援員、児童相談所職員、障

害福祉サービス従事者・発達障害者支援センター職員及び発達障害者地域支援マ

ネジャーにおける適切な支援             【厚生労働省・総務省】 

【目標と具体的取組】 

厚生労働省は、婦人相談員、母子・父子自立支援員、児童相談所職員、障害福

祉サービス従事者、発達障害者支援センター職員及び発達障害者地域支援マネジ

ャーについて、以下の取組を推進。 

○ 引き続き、ギャンブル等依存症に関する知識や対応方法を周知。

○ 平成 31 年度中に、依存症対策全国センターのポータルサイトに研修用動画

を掲載。

○ 「子ども虐待対応の手引き」の改訂に当たり、ギャンブル等依存症について

加筆。

○ 平成 31 年度中に、発達障害者支援センター職員及び発達障害者地域支援マ

ネジャーを研修対象に追加。

（１）現状

ギャンブル等依存症は適切な医療や支援により回復が十分可能である一方、本人が

病気である認識を持ちにくいこと等から必要な医療や支援を受けられていない。依存

症は病気であり医療や支援が必要であることを普及啓発するだけでなく、潜在的にギ

ャンブル等依存症である者等に対応する機会がある支援者の知識及び対応方法を向

上させることにより、円滑な社会復帰に向けて、ギャンブル等依存症である者等を早

期発見・早期介入し、適切な支援につなげる必要がある。 

  婦人相談員については、「婦人相談所ガイドライン」（平成 30 年３月 30 日一部改

訂）に一時保護した者等がギャンブル等依存症を有する場合の対応について盛り込ん

だ。また、全国婦人相談員・心理判定員研究協議会や婦人相談所等指導者研修等の研

修の場において、ギャンブル等依存症についての知識や対応等について周知している。 

  母子・父子自立支援員については、「ひとり親家庭支援の手引き」（平成 30年 12月

26日一部改訂）にギャンブル等の依存症である者等との関わり方や、保健所、精神保

健福祉センター等の相談機関の役割や連携等の対応方法について盛り込んだ。また、

全国母子・父子自立支援員研修会等の研修の場において、母子・父子自立支援員等に

対し、ギャンブル等依存症についての知識や対応等について周知している。 

  児童相談所職員については、「子ども虐待対応の手引き」（平成 25年８月 23日付厚

生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長通知）において、依存症等の問題を抱える保

護者に対する児童相談所等の具体的な対応方法等について盛り込み、児童相談所の職

員等に対して周知している。 

障害福祉サービス従事者については、ギャンブル等依存症である者等が、相談支援

や共同生活援助（グループホーム）等の障害福祉サービス等を利用している場合があ

るものの、障害福祉サービス等に従事している者は、ギャンブル等依存症に対する知

識や支援技術が不足している。このため、厚生労働省は、依存症対策全国センターに

おいて、都道府県・政令指定都市・市区町村の地域で生活支援に係る研修を実施する
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指導者（障害福祉サービス等従事者を含む。）を養成する研修を実施している。また、

都道府県等では、依存症対策総合支援事業により、潜在的にギャンブル等依存症であ

る者等に対応する機会のある生活の支援を行う者（障害福祉サービス従事者を含む。）

に対して、ギャンブル等依存症の特性を踏まえた支援の研修を実施している。 

発達障害者支援センター職員及び発達障害者地域支援マネジャーについては、ギャ

ンブル等依存症である者等の背景に発達障害が疑われる場合に、他機関からの紹介等

により、対応を行う場合がある。 

（２）課題

潜在的なギャンブル等依存症である者等を早期に発見し、適切に介入して支援につ

なげるため、全国会議や研修の場を通じて、婦人相談員、母子・父子自立支援員、児

童相談所職員、障害福祉サービス従事者に対し、ギャンブル等依存症に関する知識や

対応方法等について、引き続き周知を図ることが必要である。また、発達障害者支援

センター職員及び発達障害者地域支援マネジャーについては、ギャンブル等依存症に

関する知識や支援技術を得る機会が十分でない。 

（３）対策

厚生労働省は、全国会議や研修の場等を通じて、各種職員に対しギャンブル等依存

症に関する知識や対応等について、引き続き周知を図る。また、平成 31 年度中に、

依存症対策全国センターにおいて、ポータルサイト上でギャンブル等依存症の知識を

習得できるよう、研修の動画を作成する。 

加えて、児童相談所職員については、「子ども虐待対応の手引き」を改訂する際に、

ギャンブル等依存症に関する内容についても加筆する。「子ども虐待対応の手引き」

や通知等により、児童相談所の職員等に対して児童虐待防止対策に関係するギャンブ

ル等依存症問題について周知する。

発達障害者支援センター職員及び発達障害者地域支援マネジャーについては、平成

31年度より、依存症対策総合支援事業の依存症支援者研修の対象に加え、ギャンブル

等依存症の知識や支援技術の向上を図る。 

総務省は、依存症対策総合支援事業の地方負担について、同事業の実施状況等を踏

まえつつ、引き続き適切に地方交付税措置を講ずる。 
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６ 相談対応等においてギャンブル等依存症に配慮できる司法書士の養成【法務省】 

【目標と具体的取組】 

○ 日本司法書士会連合会は、平成 31 年度中に、ギャンブル等依存症問題を含

む多重債務事件についての研修を開始。平成 33年度までを目途に、研修用 DVD

を作成。

○ 各司法書士会は、平成 33 年度までに、各地の支援団体等や精神科医等との

連携を充実するため、各地域の包括的な連携協力体制に参画。

（１）現状

簡易裁判所における訴訟代理権を有する司法書士は、平成 30年 12月末時点で１万

7,029人であるところ、現状、以下の取組が行われている。 

① 司法書士は、全国の司法書士会が開設する総合相談センターや地方自治体が開

設する相談所等において、多重債務相談を日常的に行っている。

② 日本司法書士会連合会及び各司法書士会は、毎年３月を多重債務者対策の強化

月間に指定し、「その請求に困ったら司法書士にご相談ください」をキャッチフレ

ーズとする相談会を実施している。

③ 日本司法書士会連合会において、破産手続、民事再生手続等の実務についての

研修を DVDに収録し、司法書士がこれを視聴することにより研修を受けることが

できるようにしている。

④ 一部の地域においては各地の支援団体や精神科医等と連携して依存症治療と

多重債務事件処理を並行して行う取組が実施されている。

（２）課題

簡易裁判所における訴訟代理権を有する司法書士は、多重債務処理事件等の処理自

体については精通しているが、ギャンブル等依存症である者等への対応等について十

分な理解・認識を有しているとはいえず、また、司法書士がギャンブル等依存症につ

いての知識等を得る機会が十分に提供されているとはいえない。また、各地の支援団

体や精神科医等との連携は、局所的な取組にとどまっている。 

そのため、司法書士のギャンブル等依存症に関する理解・認識を促進するための研

修を実施するとともに、支援団体や精神科医等との連携を充実させていく必要がある。 

（３）対策

総合相談センター等における多重債務相談や多重債務者対策の強化月間における

取組に加え、以下の取組を推進する。 
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① 司法書士に対する研修の実施

日本司法書士会連合会において、平成 31 年度から、ギャンブル等依存症問題

を含む多重債務事件についての研修を実施するとともに、当該研修を収録した

DVDを作成の上、全ての司法書士に視聴を促すことにより、ギャンブル等依存症

である者等に配慮した相談対応等の理解を深めるなど、ギャンブル等依存症対策

についての司法書士の理解・認識を促進する。 

② 各地の支援団体や精神科医等と連携の充実

日本司法書士会連合会及び各司法書士会において、平成 33 年度までに、各司

法書士会が、医療機関、精神保健福祉センター等が参画する各地域の包括的な連

携協力体制に参画することにより、各地域の多重債務者の支援団体や精神科医等

との連携体制の整備を図ることとし、ギャンブル等依存症である者等からの相談

等について、多重債務事件処理と並行して、医師精神保健福祉センター等の相談

機関や専門医療機関等を紹介するなど、当該者の依存症治療が早期に可能となる

よう、具体的な連携体制を構築する。 
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３ 地域における普及啓発の支援【消費者庁】 

【目標と具体的取組】 

消費者庁は、地域における普及啓発のため、以下の取組を推進。 

○ 平成 31 年２月に策定した啓発用資料のサンプルを活用し、啓発週間等あら

ゆる機会を捉えて広範に啓発活動を実施するよう、地方公共団体に要請。

○ 平成 32年度以降、地方公共団体の優良な取組事例を周知。

（１）現状

消費者庁は、従来、ギャンブル等依存症に関する内容に特化した消費者向けの注意

喚起・普及啓発が十分に行われてきたとは言い難いことから、関係省庁等と連携の上、

平成 30年３月、多重債務者の増加抑制に資するよう、注意喚起・普及啓発用資料「ギ

ャンブル等依存症でお困りの皆様へ」を公表し、また、平成 30年 11月、参議院・内

閣委員会におけるギャンブル等依存症対策基本法案に対する附帯決議第５項の趣旨

も踏まえ、青少年向けの啓発用資料「「のめり込み」にはくれぐれも御注意を」を公表

し、消費者団体、経済団体等の関係団体等を含め、周知を図ってきた。 

（２）課題

国レベルで作成している注意喚起・普及啓発のための資料については、紙幅の関係

から、各都道府県・指定都市内の個別具体的な関係先（借金の問題の解決のための相

談支援を担う機関、治療・回復支援を担う機関等）が記載されておらず、きめ細かく

活用するには限界がある。 

また、行動嗜癖であるギャンブル等依存症については、治療・回復支援とギャンブ

ル等依存症問題の解決支援とが「車の両輪」として進められることが必要だけでなく、

のめり込みを生じないようにするための啓発活動が極めて重要であるが、その一端を

担うことも期待される、各地方公共団体の消費者行政担当部局においては、借金の問

題の解決の観点での対応については、「多重債務者相談強化キャンペーン」において、

多重債務相談担当課等との連携による対応を進めているものの、啓発活動の取組につ

いては、一層の強化の余地がある状況にある。

そのため、啓発用資料のサンプルを示し、地方公共団体の公営競技実施担当部門等

を含む、当該地方公共団体内外の広範な関係者にも働きかけながら、更なる啓発活動

の実施の推進を図ることについて促すことが必要である。 

（３）対策

① 地方公共団体向けの啓発用資料の活用促進

消費者庁は、平成 31 年２月に、地方公共団体において啓発用資料を作成する

際に参考的に使用可能なサンプルを策定したことを受けて、その活用を促進し、

毎年度の都道府県等消費者行政担当課長会議の機会等において、地域で作成した

啓発用資料を啓発週間における啓発活動の機会、都道府県民の日における行事、

成人式等で配布することやサンプルと同程度の内容を地方公共団体の広報誌を

活用して不定期に周知することなど、地方公共団体の管内においてあらゆる機会
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を捉えて広範に啓発活動を実施するよう促す。 

② 優良事例の周知等

消費者庁は、必要に応じ、平成 31 年２月に策定した啓発資料のサンプルを改

訂する。なお、改訂に際して、有識者等の意見を聴取する。また、平成 32年度以

降、地方公共団体における啓発活動の実施状況を把握し、優良事例の周知を始め

とする更なる促進方策を進める。 

③ 地方公共団体等外部からの依頼に応じての施策紹介への対応

消費者庁は、平成 31 年度以降、取組の周知啓発並びに地方公共団体における

消費生活相談対応の支援及び普及啓発の支援のため、セミナー等での講演等の依

頼に対し、適切に対応する。 
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４ 消 費 生 活 相 談 へ の 的 確 な 対 応 の 確 保 に 向 け た 地 方 公 共 団 体 に 対 す る 支 援 【 消 費 者 庁 】

【目標と具体的取組】 

○ 消費者庁は、平成 33 年度までに、消費生活相談への的確な対応が確保され

るよう、体制整備や研修等について地方公共団体の支援を開始。

○ 国民生活センターは、引き続き、消費生活相談員向けの研修等を活用して、

消費生活相談体制を強化。

（１）現状

消費者庁は、従来、多重債務者への相談対応を含め、各地域において的確な消費生

活相談への対応を図るため、消費生活センターの設置促進、消費生活相談員の増加等

の体制整備を支援してきた。また、平成 30 年度からは、体制整備の取組に対する支

援に加え、国の重要施策に対応するのに資する研修であって国民生活センターにおい

て実施されるもの（ギャンブル等依存症対策に関する内容を講義するもの）への参加

に対しても支援しており、消費生活相談への的確な対応の確保を促している。 

 このほか、消費者庁は、平成 30 年３月、関係省庁等と連携し金融庁と共同して、

消費生活相談員向けに、借金の問題を契機としてギャンブル等依存症である者等及び

その家族からの相談があった場合の対応マニュアルを公表し、現場での相談対応の円

滑化を支援している。 

（２）課題

基本法において、ギャンブル等依存症は多重債務問題のみならず、自殺等の問題と

の関連性も指摘され、また、ギャンブル等依存症への対策を講ずるに当たって、アル

コール等に対する依存に関する施策との有機的な連携が求められているが、消費生活

相談員向けの対応マニュアルにおいては、そうした内容は含まれていない。

  そのため、平成 30 年３月に公表した消費生活相談員向けの対応マニュアルについ

て、基本法の施行等の状況変化を踏まえた改訂を行い、国民生活センターにおける研

修等を通じて、相談の実務に定着させていくこととしている。当該取組を始めとして、

基本計画の期間内において、消費生活相談への的確な対応を確保することが必要であ

る。 

（３）対策

① 円滑な消費生活相談への対応を確保するための地方公共団体の取組に対する

支援 

消費者庁は、平成 33年度までに、地方消費者行政の体制整備、国民生活センタ

ーにおいて実施される研修（ギャンブル等依存症対策に関する内容を講義するも

の）への地方公共団体職員の参加、消費者安全確保地域協議会の設置等について

支援する。 
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② 国民生活センターによる消費生活相談員向けの研修の実施

国民生活センターは、引き続き、消費者庁職員等を講師として、消費生活セン

ターにおける対応についての理解増進、消費生活相談員向けの対応マニュアルの

周知等のための研修の機会を提供する。

③ 消費生活相談員向けの対応マニュアルの改訂

消費者庁は、平成 31 年３月に、有識者等の意見も聴取した上で、関係機関等

の間における連携協力体制の整備に関する記述を追加する形で消費生活相談員

向けの対応マニュアル（ギャンブル等依存症に関連すると考えられる多重債務問

題に係る相談への対応に際してのマニュアル）を改訂したところ、基本法の施行

等の状況変化を踏まえて、必要に応じて改訂する。なお、改訂に際しては、有識

者等の意見を聴取する。 
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２ 普及啓発の推進 

【目標と具体的取組】 

競馬主催者等は、SNS等も効果的に活用し、以下の取組を推進。 

○ 年間を通じて、ギャンブル等依存症に関する普及啓発活動を実施。

○ 平成 31 年度から、啓発週間に、注意喚起ポスター等の作成・掲示、新大学

生・新社会人等を対象としたセミナーの開催等の取組を実施。

（１）現状

これまで、競馬主催者等において、全てのレース開催告知ポスターやテレビコマー

シャル、新聞・雑誌広告等に、「馬券は 20歳になってから ほどよく楽しむ大人の遊

び」等の表示を順次実施し、広く一般に注意喚起を行ってきた。

また、各競馬主催者において「馬券は 20 歳になってから ほどよく楽しむ大人の

遊び」の注意喚起標語ステッカーを各競馬場及び場外馬券売場の馬券発売機等に掲示

している。 

さらに、これまで一部の競馬主催者による実施にとどまっていた「馬券の購入は 20

歳になってから」という注意喚起標語の競馬場内のビジョンによる放映や、20歳未満

の者の馬券購入が禁止されている旨の場内放送については、平成 29 年８月から、全

ての競馬主催者において実施している。 

（２）課題

参議院・内閣委員会におけるギャンブル等依存症対策基本法案に対する附帯決議第

５項（※）の趣旨も踏まえ、特に大学生・社会人となる青少年や若い世代を対象に、

ギャンブル等依存症問題に係る知識の普及に徹底して取り組む必要がある。 

※五 政府は、ギャンブル等依存症問題啓発週間の期間を定めた理由が、新年度に

新たに大学生・社会人となった青少年や若い世代に対し、ギャンブル等依存症

問題への関心と理解を深める機会を設けること等に鑑み、青少年に対しギャン

ブル等依存症問題に係る知識の普及に徹底して取り組むこと。 

（３）対策

競馬主催者等は、SNS 等も活用し、ギャンブル等依存症に関する各般の普及啓発活

動を通年実施する。さらに、平成 31年度から、とともに、特に啓発週間においては、

他の公営競技施行者等と共同で、毎年度の啓発週間をターゲットに、新たに大学生・

社会人となった青少年や若い世代に対し、ギャンブル等依存症問題の関心と理解を深

めるため、SNS 等も活用し、発生抑止につながる知識の普及といった啓発活動（ポス

ター、セミナー等）に継続的に取り組む。依存症注意喚起等のポスターの作成・掲示、

大学生・新社会人等を対象とした依存症注意喚起等に係るセミナーの開催等の取組を

平成 31年度から実施する。
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２ 普及啓発の推進 

【目標と具体的取組】 

競輪・オートレース施行者等は、SNS等も効果的に活用し、以下の取組を推進。 

○ 年間を通じて、ギャンブル等依存症に関する普及啓発活動を実施。

○ 平成 31 年度から、啓発週間に、注意喚起ポスター等の作成・掲示、新大学

生・新社会人等を対象としたセミナー等の開催等の取組を実施。

（１）現状

平成 29 年３月、20 歳未満の者のアクセス制限に関する注意喚起標語を決定、同年

４月から順次、各競輪場・オートレース場の施行者が作成する全てのレースの開催告

知ポスター、JKA が作成するテレビコマーシャル、新聞・雑誌広告等に注意喚起標語

を掲載している。 

＜注意喚起標語＞ 

競輪：車券の購入は20歳になってから。競輪は適度に楽しみましょう。 

オートレース：車券の購入は20歳になってから。オートレースは適度に楽しみましょう。

競輪場・オートレース場及び場外車券売場においては、20歳未満の者の車券購入防

止のため、車券を購入しようとする 20 歳未満の者と思われる者に対して警備員によ

る声かけ及び年齢確認を行っている。 

更なる警備の強化のため、平成 29 年６月、全輪協及び全動協から施行者に対し、

車券購入をしようとする行為が見られない場合においても、20 歳未満の者と思われ

る者に対して積極的に注意喚起の声かけ及び年齢確認を実施する旨を通知した。 

（２）課題

これまで、20歳未満の者の車券購入防止等のため、注意喚起標語の作成や掲示等を

行ってきているものの、大学生・社会人等の青少年に対する普及啓発活動は特に実施

してこなかったため、今後は、大学生・社会人等の青少年に対する普及啓発活動にも

継続して取り組んでいく必要がある。 

（３）対策

競輪・オートレース施行者等は、SNS 等も活用し、ギャンブル等依存症に関する各

般の普及啓発活動を通年実施する。さらに、とともに、特に啓発週間においては、平

成 31年度から、他の公営競技施行者等と共同で、毎年度の啓発週間をターゲットに、

新たに大学生・社会人となった青少年や若い世代に対し、ギャンブル等依存症問題の

関心と理解を深めるため、SNS 等も活用し、発症抑止につながる知識の普及といった

啓発活動（ポスター、セミナー等）に継続的に取り組む。全国公営競技施行者連絡協

議会による以下の取組を開始する。 

① 啓発週間用の依存症注意喚起等の共通ポスターの作成・掲示

② 大学生・新社会人等を対象とした依存症注意喚起等に係るセミナー等の開催
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２ 普及啓発の推進 

【目標と具体的取組】 

  全国モーターボート競走施行者協議会（全施協）は、SNS等も効果的に活用し、

以下の取組を推進。 

○ 年間を通じて、ギャンブル等依存症に関する普及啓発活動を実施。

○ 平成 31年度から、啓発週間に注意喚起ポスター等の作成・掲示、新大学生・

新社会人等を対象としたセミナーの開催等の取組を実施。

（１）現状

◯ 競走場等におけるギャンブル等依存症の啓発等

インターネット投票サイトにおいて、ギャンブル等依存症の注意喚起を表示

（平成 29年３月）するとともに、相談窓口の案内を掲載（平成 29年６月）して

いるほか、全ての競走場及び場外舟券売場において、相談窓口の連絡先をウェブ

サイトに掲載するとともに、出走表にギャンブル等依存症の注意喚起を掲載（平

成 29年８月）している。

また、公営競技施行者団体共同で公営競技共通の注意喚起・啓発ポスターを作

成し、全ての競走場及び場外舟券売場において掲示している（平成 29年９月）。 

さらに、一般財団法人ギャンブル依存症予防回復支援センター（以下「支援セ

ンター」という。）において、ギャンブル等依存症に関する知識の普及啓発のため

のリーフレットを作成し、全ての競走場及び場外舟券売場の相談窓口等において

配布している。

◯ 予防対策セミナーの開催

モーターボート競走関係団体は、学生や成人を対象としたギャンブル等依存症

の予防対策に関するセミナーを平成 29 年 12 月以降、全国２か所において２回開

催した。 

【参考】セミナーの開催状況 

・平成 29年 12月８日（渋谷）、平成 30年９月１日（下関）

（２）課題

競走場、場外舟券売場、テレビコマーシャル、開催告知ポスター及びインターネッ

ト投票サイトにおいて注意喚起を実施しているが、発症抑止につながる知識の普及と

いった観点での施策が必要である。

（３）対策

平成 31 年度は、一般社団法人全国モーターボート競走施行者協議会（以下「全施

協」という。）が、他の公営競技施行者等と連携し、平成 31年度の啓発週間に向けて、

青少年が多く集まるエリア（渋谷・秋葉原等（仮））において、ギャンブル等依存症に

関するセミナーを開催する。また、啓発ポスターを作成するとともに、SNS 等も効果

的に活用し、広く青少年に正しいギャンブルの知識が伝播するよう取り組む。 
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平成 32年度以降はさらに、平成 31年度以降、全施協が、他の公営競技施行者等と

共同で、毎年度の啓発週間をターゲットに、新たに大学生・社会人となった青少年や

若い世代に対し、ギャンブル等依存症問題の関心と理解を深めるため、SNS 等もを効

率効果的に活用し、発症抑止につながる知識の普及といった更なる啓発活動（ポスタ

ー・セミナー等）に継続的に取り組む。 

21



２ 普及啓発の推進 

【目標と具体的取組】 

  ぱちんこ業界は、SNS等も効果的に活用し、以下の取組を推進。 

○ 年間を通じて、青少年を含め、依存問題に関する普及啓発を推進。

○ 平成 31年度から、啓発週間に、啓発資料を配布し、シンポジウム・講演会を

開催。

（１）現状

ぱちんこ業界においては、かねてよりぱちんこへの依存問題に関する啓発活動を実

施してきており、RSN の相談窓口告知ポスター、依存対策啓発ステッカー等のぱちん

こ営業所での掲示を推進するとともに、ぱちんこへの依存防止対策の専門員である

「安心パチンコ・パチスロアドバイザー」（以下単に「アドバイザー」という。）をぱ

ちんこ営業所に配置し、リーフレット等を活用して、RSN、自己申告プログラム・家族

申告プログラム、保健所・精神保健福祉センター等の紹介を行う取組を進めている（平

成 29年４月）。 

また、ぱちんこへののめり込みを防止するための共通標語を策定し、RSN の相談窓

口とあわせ、共通標語のテレビ、ラジオ、新聞、折込チラシ等の各種媒体における活

用、ぱちんこ営業所経営企業及びぱちんこ営業所のウェブサイトにおける掲載、ぱち

んこ営業所内のデジタルサイネージにおける表示等を促すなど、ぱちんこへの依存防

止対策を推進している。 

（２）課題

ぱちんこ営業所、各種ウェブサイト等においてぱちんこへの依存問題に関して注意

喚起を実施しているが、その抑止につながる知識の普及といった観点での取組が必要

である。 

（３）対策

参議院・内閣委員会におけるギャンブル等依存症対策基本法案に対する附帯決議第

５項も踏まえ、業界において、SNS 等も効果的に活用し、ぱちんこへの依存問題の発

生の抑止につながる知識の普及啓発を図る。 

具体的には、業界において、啓発週間を中心に、客に対するリーフレット等の啓発

資料の配布等とともに、シンポジウム・講演会を開催するなど、青少年を含む一般向

けの取組を実施することにより、ぱちんこへの依存問題やその対策について広く普及

啓発を図る。 

平成 31年度においては、啓発週間にあわせ、５月 14日にフォーラムを開催するこ

とを予定しており、その内容について検討を行っている。 
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Ⅲ 予防教育・普及啓発：基本法第 14条関係 

１ 依存症の理解を深めるための普及啓発【厚生労働省・総務省】 

【目標と具体的取組】 

  厚生労働省は、引き続き、以下の取組を推進。 

○ シンポジウム、普及啓発イベント等を通じ、ギャンブル等依存症を含む依存

症の正しい知識や相談窓口等を積極的に普及啓発。

○ 依存症対策全国センターは、ポータルサイトで積極的に情報発信。平成 31年

度から、啓発週間にあわせて、ギャンブル等依存症に関するシンポジウムを開

催するために必要な支援を実施。

○ 都道府県等において、リーフレット等により地域の相談窓口を普及啓発。

（１）現状

ギャンブル等依存症は本人が病気である認識を持ちにくいこと、誰もがなり得る可

能性があること及び適切な医療や支援により回復が可能であること等の正しい知識

が国民に十分理解されていない。このため、ギャンブル等による問題が生じても、そ

れがギャンブル等依存症により生じていることに本人や家族は気付きにくく、周囲の

理解も得にくいこと等から、適切な医療や支援につながりにくいという課題がある。

また、病気に気付かず家族や周囲の人がギャンブル等による借金を肩代わりしてしま

うことで、本人の立ち直りの機会を奪ってしまう場合もある。 

平成 29年９月に公表された「国内のギャンブル等依存に関する疫学調査」（全国調

査結果の中間とりまとめ）では、過去１年以内のギャンブル等の経験等について評価

を行い、ギャンブル等依存が疑われる者の割合は成人の 0.8％と推計された一方で、

衛生行政報告例及び地域保健・健康増進事業報告によれば、精神保健福祉センターや

保健所におけるギャンブル等に関する相談件数は、平成 29 年度で 4,843 件（精神保

健福祉センター3,370件、保健所 1,473件）にとどまっている。 

このような問題を解消するために、国民にギャンブル等依存症の正しい知識を普及

啓発することが必要である。このため、以下の取組を実施している。 

① 平成 28 年度より、厚生労働省において、依存症当事者及び自助グループ等民間

団体と連携して、依存症の理解を深めるためのシンポジウムの開催や普及啓発イベ

ントを実施し、依存症の正しい知識を普及啓発している。

② 平成 29 年度より、依存症対策全国センターにおいて、依存症の情報ポータルサ

イトを開設し、依存症専門医療機関や相談拠点等をマップ形式で公表するとともに、

医療従事者・行政機関職員・一般国民に対して必要な情報を発信している。

③ 平成 29 年度より、都道府県等において、依存症対策総合支援事業により、リー

フレット等により地域の相談窓口の普及啓発を実施している。
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（２）課題

ギャンブル等依存症の正しい知識が国民に理解されていないこと等から、ギャンブ

ル等依存症である者等やその家族が適切な相談窓口につながっていない。厚生労働省

は、引き続き、ギャンブル等依存症の正しい知識や相談窓口を積極的に普及啓発する

必要がある。

（３）対策

① 厚生労働省は、平成 31 年度以降も、引き続き、依存症の理解を深めるための

シンポジウムや普及啓発イベント等を通じて、ギャンブル等依存症を含む依存症

の正しい知識や相談窓口等を積極的に普及啓発するとともに、平成 31 年度以降

に厚生労働省のウェブサイトにおいても更なる工夫を行う。特に、若い世代に対

しギャンブル等依存症問題の関心と理解を深めるため、SNS等を効果的に活用し、

啓発活動に継続的に取り組む。

② 厚生労働省は、依存症対策全国センターにおいて、平成 31 年度以降も、依存症

対策全国センターのポータルサイトで積極的に情報発信を行うとともに、特に若

い世代に対し、ギャンブル等依存症問題の関心と理解を深めるため、SNS 等を効

効果的に活用し、啓発活動に継続的に取り組む。また、平成 31年度に、啓発週間

にあわせて、ギャンブル等依存症に関するシンポジウムを開催するために必要な

支援を実施する。

③ 厚生労働省は、平成 31年度以降も、引き続き、都道府県等においてリーフレッ

ト等により地域の相談窓口の普及啓発を実施できるよう、取組を進める。

総務省は、依存症対策総合支援事業の地方負担について、同事業の実施状況等を踏

まえつつ、引き続き適切に地方交付税措置を講ずる。 
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【参考】依存症対策全国センターのポータルサイト（https://www.ncasa-japan.jp/）

25

CS877438
テキストボックス



２ ギャンブル等依存症対策に関する消費者向けの総合的な情報提供【消費者庁】 

【目標と具体的取組】 

消費者庁は、ギャンブル等依存症に関する情報提供のため、以下の取組を推進。 

○ 平成 31年３月に改訂した注意喚起・普及啓発資料の活用を推進。

○ 平成 31 年度中に、消費者庁ウェブサイト内のギャンブル等依存症問題特設

ページ等を改訂。

○ 随時、SNS 等の手段を活用し、ギャンブル等依存症問題特設ページの閲覧を

促す取組を実施。

（１）現状

消費者庁は、従来、ギャンブル等依存症に関する内容に特化した消費者向けの注意

喚起・普及啓発が十分に行われてきたとは言い難いことから、多重債務者の増加抑制

に資するよう、平成 30 年３月、注意喚起・普及啓発資料「ギャンブル等依存症でお

困りの皆様へ」を公表した。同時に、同庁ウェブサイト内に特設ページを設け、多重

債務問題についての情報、国内において実施されている疫学調査についての情報等へ

もアクセスが容易になるよう、随時、内容の更新を行ってきたほか、同庁ウェブサイ

トのトップページからもアクセスができるよう、改善を図り、消費者によるギャンブ

ル等依存症問題の理解増進を支援してきた。

（２）課題

平成 30 年３月に公表した注意喚起・普及啓発資料については、基本法の施行を始

めとする、その後の状況変化が反映されていない。 

また、「ギャンブル等依存症でお困りの皆様へ」のページは、主に、借金の問題の解

決に向けた相談支援に関する情報及び治療・回復支援に関する情報により構成されて

いるが、ギャンブル等依存症に関連すると思われる消費生活相談の事例の紹介、競技

施行者・事業者において進められている取組についての情報（本人・家族申告による

アクセス制限についての情報等）、依存症教育についての情報等は掲載されていない。 

そのため、平成 30 年３月に公表した注意喚起・普及啓発資料及び「ギャンブル等

依存症でお困りの皆様へ」のページについて、まず基本計画を踏まえて内容を更新し、

その後も、内容を見直していくことが必要であり、あわせて、一人でも多くの方にこ

れらの情報を閲覧してもらえるよう、多様な手段で発信していくことが必要である。 

（３）対策

① 注意喚起・普及啓発資料の更新

消費者庁は、平成 31 年３月に関係省庁等と連携の上で改訂した注意喚起・普

及啓発資料を、青少年向け啓発用資料とともに、多様な啓発の場面で活用する。

また、必要に応じて、有識者等の意見を聴取し内容を更新する。 

② 消費者庁ウェブサイト内の特設ページの更新

消費者庁は、基本法の施行等を踏まえ、平成 31 年度に更新したギャンブル等
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依存症について紹介する特設ページについて、平成 33 年度までに、地方公共団

体における啓発事例を紹介するなど、必要に応じて内容を更新する。 

③ 消費者庁ウェブサイト内の特設ページの閲覧を促す取組

消費者庁は、随時、必要に応じて消費者庁の公式の SNSを始めとする多様な

手段を活用し、消費者庁ウェブサイト内の特設ページの閲覧を促すほか、消費

者庁におけるギャンブル等依存症対策の取組について、外部からの研修等での

講演等への依頼に応じる形で、積極的に情報提供を進める。 
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【参考】消費者庁ウェブサイト内の特設ページ

（https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/caution/caution_012/）
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４ 青少年等に対する普及啓発の推進【消費者庁・文部科学省】 

【目標と具体的取組】 

○ 消費者庁は、以下の取組を推進。

・ 平成 30年 11月に策定した青少年向けの啓発用資料を活用し、啓発週間に

おける啓発活動等を展開。また、SNS 等を活用し青少年向けの啓発資料を周

知。

・ 平成 31年度以降、消費者月間の関連行事等でも、青少年向けの啓発資料を

配布。

○ 文部科学省は、平成 31年度以降、消費者庁作成の啓発用資料等を活用するな

どして、専門学校や大学等における普及啓発を強化。

（１）現状

消費者庁は、従来、ギャンブル等依存症に関する内容に特化した消費者向けの注意

喚起・普及啓発が十分に行われてきたとは言い難いことから、関係省庁等と連携の上、

平成 30年３月、多重債務者の増加抑制に資するよう、注意喚起・普及啓発用資料「ギ

ャンブル等依存症でお困りの皆様へ」を公表し、また、平成 30年 11月、参議院・内

閣委員会におけるギャンブル等依存症対策基本法案に対する附帯決議第５項の趣旨

も踏まえ、青少年向けの啓発用資料「「のめり込み」にはくれぐれも御注意を」を公表

し、消費者団体、経済団体等の関係団体等を含め、周知を図ってきた。また、消費者

庁から、独立行政法人国立病院機構久里浜医療センターに依頼し、同センター主催の

イベント（平成 31 年１月開催）において、当該青少年向けの啓発用資料の配布を行

った。

（２）課題

現在までに、青少年向け啓発用資料については、金融庁において、金融関係の業界

団体に対する周知を、文部科学省において、大学、専修学校等への周知を、また、消

費者庁において、地方公共団体、消費者団体、公益社団法人消費者関連専門家会議及

び一般社団法人日本経済団体連合会への周知を、それぞれ行ったが、同附帯決議に鑑

みれば、今後も不断に新入社員等の青少年に対する啓発を推進することが必要であり、

これらの団体等への周知については、継続的に進めていく必要がある。 

 また、消費者庁は、毎年５月に消費者月間を展開しており、青少年向け啓発資料に

ついては、当該月間の関連行事として同庁が関与するものにおいても活用していくな

ど、消費者庁を中心に、関係省庁等において、広く活用されるよう、継続して要請し

ていく必要がある。 

（３）対策

① 青少年向け啓発用資料の継続的な周知

消費者庁は、引き続き、関係省庁等と連携の上で、地方公共団体、消費者団体、

経済団体等への継続的な周知を行う。なお、可能な限り、周知に協力いただける
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団体等を増やしていけるよう、随時、調整を進める。また、必要に応じて消費者

庁の公式の SNS等の手段を活用し、継続的な周知を行う。 

文部科学省においても、消費者庁作成の啓発用資料等を活用するなど関係省庁

等と連携しつつ、学生に対するギャンブル等依存症問題に係る知識の普及に向け、

専門学校や大学等に対して普及啓発を推進する。 

② 消費者月間等と連携しての青少年向け啓発用資料の周知

消費者庁は、平成 31 年度以降、消費者月間の関連行事や関係省庁等の実施す

る啓発イベント等において青少年向け啓発用資料を配布するなどの周知を行う。 

③ 青少年向け啓発用資料の更新

消費者庁は、平成 30年 11月に策定した青少年向け啓発用資料について、必要

に応じて、その内容を更新する。なお、更新に際して有識者等の意見を聴取する。 
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Ⅲ 予防教育・普及啓発：基本法第 14条関係 

１ 依存症の理解を深めるための普及啓発【厚生労働省・総務省】 

【目標と具体的取組】 

  厚生労働省は、引き続き、以下の取組を推進。 

○ シンポジウム、普及啓発イベント等を通じ、ギャンブル等依存症を含む依存

症の正しい知識や相談窓口等を積極的に普及啓発。

○ 依存症対策全国センターは、ポータルサイトで積極的に情報発信。平成 31年

度から、啓発週間にあわせて、ギャンブル等依存症に関するシンポジウムを開

催するために必要な支援を実施。

○ 都道府県等において、リーフレット等により地域の相談窓口を普及啓発。

（１）現状

ギャンブル等依存症は本人が病気である認識を持ちにくいこと、誰もがなり得る可

能性があること及び適切な医療や支援により回復が可能であること等の正しい知識

が国民に十分理解されていない。このため、ギャンブル等による問題が生じても、そ

れがギャンブル等依存症により生じていることに本人や家族は気付きにくく、周囲の

理解も得にくいこと等から、適切な医療や支援につながりにくいという課題がある。

また、病気に気付かず家族や周囲の人がギャンブル等による借金を肩代わりしてしま

うことで、本人の立ち直りの機会を奪ってしまう場合もある。 

平成 29年９月に公表された「国内のギャンブル等依存に関する疫学調査」（全国調

査結果の中間とりまとめ）では、過去１年以内のギャンブル等の経験等について評価

を行い、ギャンブル等依存が疑われる者の割合は成人の 0.8％と推計された一方で、

衛生行政報告例及び地域保健・健康増進事業報告によれば、精神保健福祉センターや

保健所におけるギャンブル等に関する相談件数は、平成 29 年度で 4,843 件（精神保

健福祉センター3,370件、保健所 1,473件）にとどまっている。 

このような問題を解消するために、国民にギャンブル等依存症の正しい知識を普及

啓発することが必要である。このため、以下の取組を実施している。 

① 平成 28 年度より、厚生労働省において、依存症当事者及び自助グループ等民間

団体と連携して、依存症の理解を深めるためのシンポジウムの開催や普及啓発イベ

ントを実施し、依存症の正しい知識を普及啓発している。

② 平成 29 年度より、依存症対策全国センターにおいて、依存症の情報ポータルサ

イトを開設し、依存症専門医療機関や相談拠点等をマップ形式で公表するとともに、

医療従事者・行政機関職員・一般国民に対して必要な情報を発信している。

③ 平成 29 年度より、都道府県等において、依存症対策総合支援事業により、リー

フレット等により地域の相談窓口の普及啓発を実施している。
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（２）課題

ギャンブル等依存症の正しい知識が国民に理解されていないこと等から、ギャンブ

ル等依存症である者等やその家族が適切な相談窓口につながっていない。厚生労働省

は、引き続き、ギャンブル等依存症の正しい知識や相談窓口を積極的に普及啓発する

必要がある。

（３）対策

① 厚生労働省は、平成 31 年度以降も、引き続き、依存症の理解を深めるための

シンポジウムや普及啓発イベント等を通じて、ギャンブル等依存症を含む依存症

の正しい知識や相談窓口等を積極的に普及啓発するとともに、平成 31 年度以降

に厚生労働省のウェブサイトにおいても更なる工夫を行う。特に、若い世代に対

しギャンブル等依存症問題の関心と理解を深めるため、SNS等を効果的に活用し、

啓発活動に継続的に取り組む。

② 厚生労働省は、依存症対策全国センターにおいて、平成 31 年度以降も、依存症

対策全国センターのポータルサイトで積極的に情報発信を行うとともに、特に若

い世代に対し、ギャンブル等依存症問題の関心と理解を深めるため、SNS 等を効

効果的に活用し、啓発活動に継続的に取り組む。また、平成 31年度に、啓発週間

にあわせて、ギャンブル等依存症に関するシンポジウムを開催するために必要な

支援を実施する。

③ 厚生労働省は、平成 31年度以降も、引き続き、都道府県等においてリーフレッ

ト等により地域の相談窓口の普及啓発を実施できるよう、取組を進める。

総務省は、依存症対策総合支援事業の地方負担について、同事業の実施状況等を踏

まえつつ、引き続き適切に地方交付税措置を講ずる。 
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【参考】依存症対策全国センターのポータルサイト（https://www.ncasa-japan.jp/）
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５ 学校教育における指導の充実【文部科学省】 

【目標と具体的取組】 
文部科学省は、新たに精神疾患の一つとしてギャンブル等も含めた依存症を取

り上げることとした「高等学校学習指導要領解説」に基づき、平成 34年度からの
同指導要領の実施に向けて、以下の取組を推進。 
○ 平成 31年度以降、各種研修会等で、全国の学校体育担当指導主事等に対し、
新学習指導要領を周知。

○ 平成 31 年度以降、学校教育において依存症に関する指導を行うことを目的
に作成した教師用指導参考資料を周知し、その活用を促進。

○ 平成 31年度中に、発達段階に応じた子供向け啓発資料を作成。

（１）現状
学校教育においては、学習指導要領等にギャンブル等依存症についての記述がなく、

ギャンブル等依存症について直接的な指導がなされてこなかったところ、平成 30 年
３月公示の高等学校学習指導要領保健体育科の指導内容の一つとして、新たに精神疾
患を取り上げ、平成 30 年７月公表の同学習指導要領解説において、精神疾患の一つ
としてギャンブル等依存症も含めた依存症について取り上げることとした。新高等学
校学習指導要領は平成 34年度入学生より年次進行で実施される。 

（２）課題
現在、実際に指導を行う教員の依存症に対する理解が十分でないことや、学校にお

いて依存症を指導する上で、参考となる資料が十分に整備されていない。 
そのため、新学習指導要領の周知や参考資料の作成・普及等により、教員の依存症

に対する理解を深め、学校における指導を促していく必要がある。 

（３）対策
文部科学省は、以下の取組を推進する。
① 新学習指導要領の実施に向けた周知

平成 34 年度以降の新高等学校学習指導要領の実施に向け、平成 31 年度以降、
全国の学校体育担当指導主事等に対し、当該要領を各種研修会等で周知する。 

② 教師用指導参考資料の普及
学習指導要領の改訂も踏まえつつ、学校教育において依存症に関する指導を行

うことを目的に平成 30 年度に作成した教師用指導参考資料について、新学習指
導要領の実施に先立って、移行期間中においても指導することができるよう、平
成 31年度以降、学校等へ周知し、活用を促す。 

③ 子供向け啓発資料の作成
新学習指導要領の実施に先立って、②の教師用指導参考資料の活用に係る学校

現場の声等も踏まえつつ、子供の発達段階に応じた子供向け啓発資料を、平成 31
年度中に作成し、活用を促すする。 

④ 新学習指導要領実施に関する引き続きの周知
新学習指導要領実施後（平成 34年度以降）も、その趣旨等の周知徹底のため、

全国の学校体育担当指導主事等に対し、当該要領を各種研修会等で周知する。 
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７ 金融経済教育におけるギャンブル等依存症対策の啓発【金融庁】 

【目標と具体的取組】 

  金融庁は、平成 31 年度内を目途に、ギャンブル等依存症問題の啓発の観点か

ら、金融経済教育関係のガイドブックの改訂等を実施。 

（１）現状

金融庁が発行する金融経済教育関係のガイドブックにおいて、多重債務防止の啓発

も行っている。当該ガイドブックは、要請に応じて全国の学校等へ随時送付している

ほか、金融経済教育に係る講演等を実施する際にも配布し、多重債務に陥る原因や多

重債務を抱えた場合の対処法、相談窓口等を周知している。 

（２）課題

現時点においては、当該ガイドブックにギャンブル等依存症が多重債務の原因とな

ることが明示的に記載されておらず、ギャンブル等依存症に関する相談拠点に係る連

絡先についても記載はない。このため、当該ガイドブックにおいてギャンブル等依存

症に係る記載を追加する必要がある。 

（３）対策

平成 31 年度内を目途に、金融庁において、現在使用しているガイドブックについ

て、改訂等によりギャンブル等依存症等に関する記載を盛り込み、上記の対応を行っ

たガイドブック等を用いた金融経済教育に係るを通じ、金融に関する知識と判断力

（金融リテラシー）を身に着けて生活スキルを高める取組を進める。また、当該取組

については、PDCAサイクルを通じ、適切に見直しを行っていく。 

36

CS623682
テキストボックス
９　金融経済教育を通じた取組の強化～金融リテラシーを高めていく　　ために　　　　　　　　　　　　　　   第二章－Ⅲー７（元案 p87)



８ 職場における普及啓発【厚生労働省・総務省】 

【目標と具体的取組】 
厚生労働省は、職場における啓発のため、以下の取組を推進。 

○ 平成 31 年度中に、産業保健総合支援センターのウェブサイト等を通じてギ
ャンブル等依存症の相談窓口や依存症のリーフレットを周知。加えて、健康保
険組合等に対して依存症のリーフレット等を周知し職場への啓発を実施。

○ 平成 31年度中に、産業保健総合支援センター等の関係職員を研修対象に追加。
○ 平成 32年度以降、医療機関、精神保健福祉センター等が参画する包括的な連
携協力体制に産業保健総合支援センターが参画し、多機関連携による普及啓発
を実施できるよう支援。

（１）現状
事業場における産業保健対策を支援するために、都道府県単位で産業保健総合支援

センターを設置しており、事業場の産業保健スタッフからの相談等に対応している。 
産業保健総合支援センターで対応できる相談等（相談件数：年間約４万 2,000 件）

は、事業場の産業保健スタッフを主な対象として、過労死等の防止のための健康管理
対策、うつ病等のメンタルヘルス対策、化学物質の取扱い等の危険有害業務における
健康管理対策等に限られる。現状においては、ギャンブル等依存症の知識を有する専
門家がいないため、事業場の産業保健スタッフから労働者のギャンブル等依存症につ
いて相談が寄せられても対応できる状況にない。 

（２）課題
都道府県単位で設置されている産業保健総合支援センターが、医療機関、精神保健

福祉センター等が参画する各地域の包括的な連携協力体制に参画し、事業場の産業保
健スタッフから労働者のギャンブル等依存症についての相談が産業保健総合支援セ
ンターに寄せられた場合には、相談窓口や依存症のリーフレット等を紹介できるよう、
支援する。

（３）対策
厚生労働省は、平成 31 年度中を目途に、地方自治体、保健所、労働局、産業保健総

合支援センター、健康保険関係団体等において、事業場の産業保健スタッフ等からギ
ャンブル等依存症の相談が寄せられた場合に相談窓口等を紹介できるよう、必要な取
組を行うとともに、産業保健総合支援センターのウェブサイト等を通じて、ギャンブ
ル等依存症の相談窓口や依存症のリーフレット等の周知を図る。加えて、健康保険組
合等に対して依存症のリーフレット等の周知を行うことにより、職場への啓発を図る。 
また、厚生労働省は、平成 32年度より、産業保健総合支援センターが、医療機関、

精神保健福祉センター等が参画する各地域の包括的な連携協力体制に参画し、多機関
連携による普及啓発を実施できるよう、支援する。 
 厚生労働省は、平成 31 年度中に、都道府県等に対して、依存症対策総合支援事業
における依存症支援者研修の中で、地域の実情等を踏まえて、産業保健総合支援セン
ター、健康保険関係団体等の関係機関の職員を研修対象に加えることにより、ギャン
ブル等依存症の知識の向上を図るための取組を実施する。

総務省は、依存症対策総合支援事業の地方負担について、同事業の実施状況等を踏
まえつつ、引き続き適切に地方交付税措置を講ずる。 
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第３ 人材の確保：基本法第 21 条関係 

１ ギャンブル等依存症の初期対応を行える医師を養成するための医師臨床研修

の見直し等                        【厚生労働省】 

【目標と具体的取組】 

 厚生労働省は、平成 3334 年度までに、800 人以上の臨床研修医等がギャンブル

等依存症例を経験するしたとの評価を受けられることや研修を受講することによ

り、ギャンブル等依存症の初期対応を行える医師の拡充を目指して、以下の取組

を推進。 

○ 平成 31 年度中に、臨床研修指導ガイドラインにおける臨床研修医が経験す

る症例としてギャンブル等依存症等を位置付ける、各臨床研修病院においてギ

ャンブル等依存症例を指導できる体制を整備。

○ 平成 32 年度以降、全ての臨床研修医が２年以上の研修期間の中で、ギャンブ

ル等依存症例等を経験することとするし、病歴要約を作成して評価システム等

に登録できる体制を構築。

○ 診療に従事する医師を対象とした、地方自治体が治療拠点機関との連携等に

より実施するギャンブル等依存症の初期対応を含む研修等を推進。 

（１）現状

一般的に精神科以外の医師は、ギャンブル等依存症に関する研修を受ける機会はな

いとされており、通常の診療においてギャンブル等依存症の初期診断や治療を行うこ

とは容易ではなく、現行（平成 31 年度まで）の臨床研修の到達目標においては、経

験が求められる疾患・病態として、ギャンブル等依存症が位置付けられていない。 

また、診療に従事する医師について、ギャンブル等依存症について習得する機会が

充分にあるわけではない。 

（２）課題

将来、いずれの診療科を選択した場合においても、ギャンブル等依存症の初期対応

を行えるように研修の機会等を整備する必要がある。具体的には、診療に従事する全

ての医師がギャンブル等依存症等の初期対応が行えるよう、法で定められた２年以上

の臨床研修を通じて、ギャンブル等依存症例等を経験し指導を受けるものとして、臨

床研修の到達目標、方略及び評価の見直しを図る。 

また、診療に従事する医師がギャンブル等依存症の初期対応に関する研修を受ける

ことができる体制の整備を推進する必要がある。 

参考：見直し後の臨床研修の到達目標、方略及び評価 

Ⅱ 実務研修の方略 

経験すべき疾病・病態：依存症（ニコチン・アルコール・薬物・病的賭博） 

（３）対策

○ 厚生労働省は、見直し後の臨床研修制度について、平成 31 年度中に、プログ

ラム責任者養成講習会や地方厚生局の講習会等の機会を利用し周知徹底を図る

とともに、臨床研修指導ガイドラインにおける臨床研修医が経験する症例として、
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ギャンブル等依存症等を位置付け、症例における指導内容を定めることにより、

全ての臨床研修医がギャンブル等依存症例等を経験することとする。 

参考：見直し後の臨床研修の到達目標、方略及び評価 

Ⅱ 実務研修の方略 

経験すべき疾病・病態：依存症（ニコチン・アルコール・薬物・病的賭博） 

○ 厚生労働省は、平成 32 年度以降、全ての臨床研修医が法で定められた２年以上

の研修期間の中で、ギャンブル等依存症例等を経験し、病歴要約を作成し、評価シ

ステム等への登録を可能とするよう、補助事業を活用し支援する。なお、平成 32 年

度に研修を開始した臨床研修医は、平成 34 年３月に研修を修了する予定である。

その結果、臨床研修病院において、効率的な指導体制としてインターネットを通じ

た評価システム等が活用され、平成 34 年度までに 800 人以上の臨床研修医が評価

を受けるものとする。

○ また、厚生労働省は、診療に従事する医師を対象とした、地方自治体が治療拠点

機関との連携等により実施するギャンブル等依存症に関する初期対応を含む研修

を推進することとし、そのための具体的方策を検討する。あわせて、全国的な規模

の研修についても必要に応じて拡充を図る。 

○ 上記の各取組を行うことにより、平成 33 年度までに、800 人以上の臨床研修医等

が、ギャンブル等依存症例を経験することや研修を受講することにより、ギャンブ

ル等依存症の初期対応を行える医師の拡充を目指す。
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３ 保健師、助産師、看護師、社会福祉士、精神保健福祉士、公認心理師、作業療

法士の養成                        【厚生労働省】 

【目標と具体的取組】 

厚生労働省は、人材養成のため、以下の取組を推進。 

○ 保健師・助産師・看護師について、引き続き、「依存症対策（アルコール依存、

薬物依存、病的賭博）」等の項目が盛り込まれた保健師助産師看護師国家試験出

題基準に基づいた国家試験を実施。

○ 社会福祉士について、平成 31 年度中に、ギャンブル等依存症に関する基本的

な知識を学習できるよう、社会福祉士の養成施設等におけるカリキュラムを見

直し。

○ 精神保健福祉士について、平成 31 年度中を目途に、「精神保健福祉士の養成

の在り方等に関する検討会」での結論を得た上で精神保健福祉士の養成施設等

におけるカリキュラムを見直し。

○ 公認心理師及び作業療法士について、引き続き、ギャンブル等依存症に対応

できる人材の確保や養成を推進。

（１）現状

ギャンブル等依存症は適切な医療や支援により回復が十分可能であるが、地域の医

療体制や相談・支援体制が十分でないことから、ギャンブル等依存症である者等が必

要な医療や支援を受けられていないという現状がある。このため、地域の医療や相談

支援体制の整備や質の向上を図るために、関連する業務に従事する人材の確保、養成

及び資質の向上のために必要な取組を実施する必要がある。 

保健師・助産師・看護師については、ギャンブル等依存症を含め様々な課題を持つ

者に対し、保健指導や療養上の世話、診療の補助等を行っている。ギャンブル等依存

症に対応できる人材の養成に向けて、保健師助産師看護師国家試験出題基準において、

「依存症対策（アルコール依存、薬物依存、病的賭博）」等の項目を盛り込んでいる。 

社会福祉士については、身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由

により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談援助の専門職として、幅

広い分野において、対象者が抱える課題やニーズに応じ、養成課程で修得した知識及

び技能を用いて、福祉に関する相談に応じ、助言、指導、連絡、調整等に取り組んで

いる。 

精神保健福祉士については、ギャンブル等依存症を含む精神障害者の保健及び福祉

に関する相談援助の専門職として、幅広い分野において、対象者が抱える課題やニー

ズの違いに応じ、養成課程で修得したソーシャルワークの技法を用いて、相談援助を

中心に実践に取り組んでいる。ギャンブル等依存症も含め、より一層多様化・複雑化

する地域課題に対応できる精神保健福祉士の養成に向けて、教育内容を充実させるこ

と等が求められていることから、精神保健福祉士国家試験出題基準において、「飲酒

やギャンブルに関する問題」や「依存症」の項目を盛り込んでいる。 

公認心理師については、保健医療、福祉、教育その他の分野において、心理学に関

する専門的知識及び技術をもって、心理に関する支援を要する者やその関係者に対し、

40

CS623682
テキストボックス
12　ギャンブル等依存症の治療における作業療法士の役割の評価　　　　　　　　　　　　　　　第二章－Ⅳー第３ー３（元案 p98-99)



指導や援助を行うものであるっている。ギャンブル等依存症からの回復支援には、心

理的な側面からのアプローチを可能とする専門職を養成する必要があるため、公認心

理師試験出題基準において、「依存症（薬物、アルコール、ギャンブル等）」の項目等

を盛り込んでいる。 

作業療法士については、保健医療福祉の分野において、身体又は精神に障害のある

者に対し、主としてその応用的動作能力又は社会的適応能力の回復を図るため、手芸、

工作その他の作業を行なわせることに従事している。ギャンブル等依存症に対する診

療においても、医師や看護師等と連携して支援を行っており、依存症対策全国センタ

ーにおける地域でギャンブル等依存症の治療に係る研修を実施する指導者を養成す

る研修の中で、作業療法士を研修対象に含めて実施している。 

（２）課題

保健師・助産師・看護師については、平成 34 年度より改正されたカリキュラムを

適用することを踏まえ、保健師助産師看護師国家試験出題基準について、ギャンブル

等依存症を含む出題範囲等について検討する予定であり、引き続き、ギャンブル等依

存症に関する患者及び家族へのケアに必要な基本的知識と技能を有する人材の養成

を行う必要がある。 

社会福祉士については、社会福祉士養成カリキュラムにおいて、教育内容にギャン

ブル等依存症に関する明示的な記載がないため、ギャンブル等依存症も含め、より一

層多様化・複雑化する地域課題に対応できる社会福祉士の養成に向けて、教育内容を

充実させること等が必要である。 

精神保健福祉士については、精神保健福祉士養成カリキュラムにおいて、教育内容

の例として「ギャンブル等依存症」は明記されておらず、養成課程の中でギャンブル

等依存症に関する知識を十分修得できているとは必ずしも言えないため、ギャンブル

等依存症に関する知識をより修得させる必要がある。 

公認心理師及び作業療法士については、引き続き、ギャンブル等依存症に対応でき

る人材の確保や養成を行う必要がある。 

（３）対策

保健師・助産師・看護師については、厚生労働省において、平成 31 年度以降も、現

行の「依存症対策（アルコール依存、薬物依存、病的賭博）」等の項目が盛り込まれた

保健師助産師看護師国家試験出題基準に基づいた保健師助産師看護師国家試験を行

うことを通して、ギャンブル等依存症に対応できる人材の養成を行う。また、今後は

保健師助産師看護師国家試験制度改善部会、保健師助産師看護師国家試験出題基準改

定部会を行い、ギャンブル等依存症を含む出題範囲等を検討する予定である。 

社会福祉士については、厚生労働省において、社会福祉士の資格取得を目指す者が

ギャンブル等依存症に関する基本的な知識を学習できるよう、平成 31 年度中に社会

福祉士の養成施設等におけるカリキュラムを見直すとともに、養成施設等に対する必

要な周知期間を確保した上で、ギャンブル等依存症に対応できる人材の養成を行う。 

精神保健福祉士については、厚生労働省において、「精神保健福祉士の養成の在り方

等に関する検討会」で精神保健福祉士の養成課程における教育内容等の検討を実施し、

平成 31 年度中を目途に当該検討会での結論を得た上で、精神保健福祉士の養成施設

等におけるカリキュラムを見直すとともに、養成施設等に対する必要な周知期間を確
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保した上で、基本法に基づく対策の推進の必要性等も踏まえた新しい状況に的確に対

応できる人材の養成を行う。 

公認心理師及び作業療法士については、引き続き、ギャンブル等依存症に対応でき

る人材の確保や養成を行う。 
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Ⅴ 調査研究：基本法第 22条関係 

１ ギャンブル等依存症の標準的な治療プログラムの確立に向けたエビデンスの

構築等、治療プログラムの全国的な普及 【厚生労働省】 

【目標と具体的取組】 

  厚生労働省は、以下の取組を推進。 

○ 平成 31 年度中に、ギャンブル等依存症の標準的な治療プログラムの有効性

の検証、同プログラムの普及及び均てん化を図るため、調査研究を実施。ギャ

ンブル等依存症に対する薬物療法の可能性についても調査に着手。

○ 平成 33年度までを目途に、全都道府県・政令指定都市で、上記治療プログラ

ムを提供する専門医療機関等を整備するための取組を実施。

（１）現状

アルコール依存症と薬物依存症に対しては認知行動療法、薬物療法、入院治療プロ

グラム等の治療法が確立している一方、ギャンブル等依存症に対する治療法は確立し

ていない。 

AMEDにおいて、平成 28年度から平成 30年度までの３か年の調査研究で、我が国で

実践されているギャンブル等依存症に対する各種治療法の有効性の検討と標準的な

治療プログラムの開発を目標とする研究を行っている。 

（２）課題

ギャンブル等依存症に対する標準的な治療プログラムが確立しておらず、一部の依

存症専門医療機関がアルコール依存症や薬物依存症に対する認知行動療法等を応用

して対応しているが、全国的には普及していない。 

今後は、標準的な治療プログラムを確立し、全国的に普及させていくことが必要で

ある。 

（３）対策

① 厚生労働省は、平成 31 年度中に、調査研究に着手し、認知行動療法に基づく

ワークブックを使用したギャンブル等依存症の標準的な治療プログラムの有効

性を検証するとともに、標準的な治療プログラムの普及及び均てん化を図る。ま

た、ギャンブル等依存症に対する薬物療法の可能性についても調査に着手する。 

② 厚生労働省は、調査研究の成果を活用し、平成 33 年度までを目途に全都道府

県・政令指定都市においてギャンブル等依存症の標準的な治療プログラムを提供

する専門医療機関等の整備を進めるための取組を行う。
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Ⅶ 多重債務問題等への取組 

１ 貸金業・銀行業における貸付自粛制度の適切な運用の確保及び当該制度を必要

とする者への的確な周知の実施                 【金融庁】 

【目標と具体的取組】 

  金融庁は、引き続き、モニタリング等を通じ、貸付自粛制度の適切な運用を確

保する。また、平成 31年度中に、貸付自粛制度の適切な運用を確保するため、民

間金融機関団体と協力して、効果的な周知方法を検討・実施。 

（１）現状

平成 30 年４月、日本貸金業協会において貸付自粛制度を拡充し、ギャンブル等依

存症を対象に追加した。全国銀行協会においても、平成 31 年３月より、同制度の運

用を開始した。 

（２）課題

銀行業界においては、同制度の運用を開始したばかりであり、同制度を必要とする

者への周知・普及を図るなど、取組の適切な運用を確保する必要がある。 

（３）対策

金融庁は、当該制度について、モニタリング等を通じ、適切な運用を確保する。

また、当該制度を運営する民間金融機関団体と連携して、周知用チラシを利用者の

目につきやすい場所に設置するなど、当該制度を必要とする者に的確に伝わるような

周知方法を検討し、民間金融機関団体や各金融機関等において、平成 31 年度中に周

知するよう促す。 

さらに、貸付自粛申告またはその撤回の申込みがあった場合には、民間金融機関団

体からギャンブル等依存症に関する相談拠点につなげる取組について検討に着手す

る。 

加えて、当該制度を運営する民間金融機関団体による、ギャンブル等依存症に関す

る相談拠点との連携体制を構築するほか、PDCAサイクルを通じ、適切に見直しを行っ

ていく。 

44

CS623682
テキストボックス
14　金融機関における相談拠点等との連携強化　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第二章－Ⅶー１（元案 p114)



２ ギャンブル等依存症に関する相談拠点と民間金融機関団体との連携促進【金融庁】

【目標と具体的取組】 

金融庁は、民間金融機関団体における相談窓口とギャンブル等依存症に関する

相談拠点との連携を促進するため、平成 31 年３月に改訂したギャンブル等依存

症に関する対応マニュアルの活用を推進。民間金融機関団体の研修参加を促進。 

（１）現状

全国銀行協会及び日本貸金業協会における相談窓口と、ギャンブル等依存症に関す

る相談拠点との具体的連携が必ずしも十分でない。 

（２）課題

全国銀行協会及び日本貸金業協会への相談者がギャンブル等依存症であると思わ

れる場合の、ギャンブル等依存症に関する相談拠点との具体的連携体制を更に整備す

る必要がある。 

（３）対策

金融庁は、関係機関等の間における連携協力体制の整備に関する記述を追加するな

ど、平成 31 年３月に基本法の内容に即して改訂した対応マニュアルについて、その

活用を推進するとともに、全国銀行協会及び日本貸金業協会に対し、適切な相談機関

につなげられるよう、改訂したマニュアルを活用した研修への参加を促す。 

また、平成 31 年度以降、全国銀行協会及び日本貸金業協会の相談窓口を含む多重

債務相談員等に対しヒアリング等を行い、現場のニーズを踏まえた対応マニュアルの

改訂を行うとともに、各金融機関等におけるギャンブル等依存症に関する相談機関拠

点の周知等の取組について検討を促す。 
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